
�愛媛県規則第４２号
愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 省略

２～７ 省略

８ 文化・スポーツ振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 愛顔のえひめ文化・スポーツ賞に関すること。

�～� 省略

９ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１４２２号

次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２３年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２３号

次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２３年１２月１３日

（企画振興部各課の所掌事務）

第８条 省略

２～７ 省略

８ 文化・スポーツ振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 愛媛県文化・スポーツ賞 に関すること。

�～� 省略

９ 省略
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愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
１３号

松山市文京町４番１ 愛媛県立松山北高等学校Ｐ．Ｔ．Ａ 松山市文京町４番１ 平成２３年１１月３０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９４号
西条市藤之石字川来須６号２７番地先から

同字６号２６番地先まで
平成２３年１２月１３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 無月宇和島線
宇和島市坂下津甲１３０番地先から

同市坂下津甲１３５番１地先まで
平成２３年１２月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９４号
西条市藤之石字川来須６号２７番地先から

同字６号２６番地先まで

旧 ６．８ ０．０３５

新 ９．７ ０．０３５
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�愛媛県告示第１４２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第２１号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
大洲市梅川４０７番３から

同市梅川４０２番３まで
平成２３年１２月１３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町穂積甲５６２番３から

同町穂積甲５６２番６まで
平成２３年１２月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大茅辰ノ口線

西予市城川町野井川１２９１番地先 旧 ６．１～８．５ ０．０２３

西予市城川町野井川１２９１番 新 １１．４～１２．３ ０．０２４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大茅辰ノ口線 西予市城川町野井川１２９１番 平成２３年１２月１３日

訓 令
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別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

文

化

・

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

１ 省略

２ 文化

事業及

びスポ

ーツ事

業に関

する事

務

１ 愛顔のえひめ文化・スポー

ツ賞の決定に関すること。

○

２・３ 省略

３～６

省略

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

県

民

生

活

課

１ 栄典

及び表

彰に関

する事

務

１ 省略

２ 表彰に関すること。

�～� 省略

� 愛顔のえひめ賞を授与し

ようとする者の決定

○

� 省略

� 省略

２～１４

省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県教育委員会告示第９号
愛媛県文化財保護条例（昭和３２年愛媛県条例第１１号）第１１条第３項の規定に基づき、次のとおり愛媛県指定有形文化財の指定は、効力を

失った。

平成２３年１２月１３日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

指定の効力を失った有形文化財

別表第３（第４条関係）

知事の権限に属する企画振興部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

文

化

・

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

１ 省略

２ 文化

事業及

びスポ

ーツ事

業に関

する事

務

１ 愛媛県文化・スポーツ賞

の決定に関すること。

○

２・３ 省略

３～６

省略

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組 事務の 事 項 決裁区分

織 種 類 知

事

専決者

名 部

長

局

長

課

長

県

民

生

活

課

１ 栄典

及び表

彰に関

する事

務

１ 省略

２ 表彰に関すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

２～１４

省略

改 正 後 改 正 前

教育委員会告示

愛 媛 県 報平成２３年１２月１３日 第２３２７号
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名 称 所 在 地 所 有 者 員 数 参 考

萬 翠 荘 松山市一番町三丁目１９番地１ 愛媛県 １棟 昭和６０年２月１５日指定

平成２３年１２月１３日 発行

愛 媛 県 報平成２３年１２月１３日 第２３２７号
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